
様式第10（第34条関係）

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団

企　業　長　　小　嶋　 崇　嗣　殿

届出者

㊞

水道法第25条の7の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。

（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

　　　　年　　　月　　　日

氏名
フ　リ　ガ　ナ

又は名称

住　　　所

代表者
　　フ　リ　ガ　ナ

の氏名

変更に係る事項 変　更　前 変　更　後 変更年月日

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書



様式第11（第35条関係）

廃　止

再　開

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団

企　業　長　　小　嶋　 崇　嗣　殿

届出者

㊞

廃止
休止 の届出をします。
再開

（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

　　年　　　月　　　日

水道法第25条の7の規定に基づき、水道装置工事の事業の

住　　　所

代表者
　　フ　リ　ガ　ナ

の氏名

（廃止・休止・再開）
の年月日

（廃止・休止・再開）
の理由

氏名
　　フ　リ　ガ　ナ

又は名称

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 休　止 届 出 書



様式第3（第22条関係）

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団

殿

届出者

㊞

（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

給水区域で給水装置工事の事業を
行 う 事 業 所 の 名 称

　　　年　　　月　　　日

水道法第 25条の 4の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の

選　任
解　任

の届出をします。

上 記 事 業 所 で 選 任 ・ 解 任 す る
給水装 置工 事 主 任技 術 者 の 氏名

給水装置工事主任技術者
免 状 の 交 付 番 号

選 任 ・ 解 任 の 年 月 日

企　業　長　　小　嶋 　崇　嗣　　　　　　　　　　



様式第2（第18条及び第34条関係）

㊞

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団

企　業　長　　　小　嶋 　崇　嗣　　　　　　　　　　　殿

（備考）この用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

　　　　年　　　月　　　日

申 請 者

氏名又は名称

住 所

代 表 者 氏 名

誓 約 書

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 申 請 者 及 び そ の 役 員 は 、

水 道 法 第 25 条 の 3 第 1 項 第 3 号 イ か ら ホ ま で の

い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と を 誓 約 し ま す 。



① 指定給水装置工事事業者指定申請手数料

１件につき 円

②

1回につき 円

③ 設計審査及び工事検査手数料

1回につき 円

④ 閉栓料金清算手数料

1回につき 円

⑤ 各種証明手数料（納税関連は無料）

１件につき 円300

手 数 料

20,000

指定給水装置工事事業者更新手数料

5,000

2,000

500


